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平成 27 年度(2015 年度) 第 2 回箕面市都市計画審議会 議事録

●日 時 平成 27 年 7 月 17 日(金曜日)

午後 2 時 開会 午後 3時 15 分 閉会

●場 所 箕面市議会委員会室

●出席した委員

会 長 増田 昇 氏

委 員 木多 道宏 氏

委 員 寺内 勇 氏

委 員 稲野 一三 氏

委 員 内海 辰郷 氏

委 員 神田 隆生 氏

委 員 武智 秀生 氏

委 員 田中 真由美 氏

委 員 林 恒男 氏

委 員 森 章 氏

委 員 杉立 利彦 氏

委 員 鈴江 利奈子 氏

委 員 原 智 氏

委員 13 名 出席

●審議した案件

案件 1 北大阪急行線延伸に関する都市計画について【報告】

案件 2 船場地区のまちづくりにおける都市施設の見直しについて【報告】

●事務局（上野山）

定刻になりましたので、ただ今から、

平成 27 年度第 2 回箕面市都市計画審議

会を始めさせていただきます。

まず始めに、マイク操作の確認をさせ

ていただきます。テープの録音とこのマ

イク操作とが連動しており、後の議事録

作成にも影響がございますのでよろし

くお願いします。

各委員におかれましては、発言前に前

のマイクの青いボタンを押してからご

発言をお願いいたします。次のかたが発

言される場合には、次に発言されるかた

がご自分の前の青いボタンを押してい

ただきますと先にお話しいただいたか

たのマイクの電源が自動的に切れるよ

うになっております。なお、進行を進め

ていただきます議長のマイクは常時つ

ながった状態になっておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

それでは増田会長、お願いいたしま

す。

●増田会長

本日は、委員の皆様におかれまして

は、公私何かとご多忙のところ、ご出席

を賜り厚くお礼申し上げます。

また平素は、本審議会の運営に対しま

して、格段のご支援ご協力を賜り、重ね

て厚くお礼申し上げます。

それではこれより平成 27 年度第 2 回

箕面市都市計画審議会を進めて参りま

す。

事務局より所定の報告をお願いいたし

ます。
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●事務局（上野山）

定足数の確認についてのご報告をい

たします。

本日の出席委員は、委員 18 名中 13 名

でございます。過半数に達しております

ことから、箕面市都市計画審議会設置条

例第 6条第 2 項の規定により、会議は成

立いたすものでございます。

なお、滝口委員、弘本委員、高橋委員

より欠席する旨のご連絡がありました

ことを併せてご報告申し上げます。以上

でございます。

●増田会長

本日は、報告案件 2 件についてご審議

いただく予定でございます。

本日の審議は、午後 4 時を目途に終了

したいと考えておりますので、みなさん

のご協力をお願いいたします。

それでは、本日の案件「北大阪急行線

延伸の検討について」を議題といたしま

す。これは報告案件でございます。

本案件について、市より説明をお願い

します。

●市（地域創造部 鉄道延伸室 赤木参

事）

＜案件説明＞

●増田会長

はい、ありがとうございました。

案件 1、北大阪急行線延伸の検討につ

いて、ご報告をいただきましたけれど

も、何かご質問等ありましたら、いかが

でしょうか。

私の方から一点だけ。この頃はキスア

ンドライドとかが大事で、送り迎えのバ

ースですね、駅前広場の中ではとられて

ないような、バスとタクシーだけの説明

案件 1 北大阪急行線延伸に関する都

市計画について【報告】

がありましたけれども、キスアンドライ

ド用のバースはどこかに設置されるの

だろうと思うのですが、ご説明いただけ

ればと思います。

●市（鉄道延伸室 赤木参事）

キスアンドライドのご質問がござい

ましたが、説明の中では新箕面駅の北側

の交通広場にバスターミナルと南側の

交通広場にタクシー乗り場とご説明さ

せていただきましたけれども、キスアン

ドライドにつきましては、市道の萱野区

画道路1号の1車線をキスアンドライド

として整備する予定です。交通広場の中

ではございませんけれども、駅に近接し

て、駅にお越しいただく自家用車につい

て対応させていただきたいと考えてい

ます。

●増田会長

ありがとうございます。

他、いかがでしょうか。はい、杉立委

員どうぞ。

●杉立委員

質問ですが、今はターミナルが千里中

央になっていて、そこから延伸するとい

うことになるのですが、交通の結節点と

しての機能が新たに北に追加されると、

今はバス等がほとんど千里中央中心と

いう風になっていて、そういう全体のハ

ードの計画が構築されていると思うの

ですが、新駅ができた段階で、この交通

広場との役割分担はどのように想定さ

れて、計画されているのか、教えていた

だけないでしょうか。

●増田会長

箕面市内のバスが全て新駅に集中す

るのか、千里中央と新箕面駅と役割分担

するのだと思うのですが、そのあたりの

ご説明をお願いします。

●市（地域創造部 水谷副理事）

まさしく、交通の結節点として現在は
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千里中央駅に大きなバスターミナルが

ございますが、今回は新たに新箕面駅に

バスターミナルをつくりますので、北摂

の大きいバスターミナルが 2 つできる

ということで、今、千里中央駅と新箕面

駅との中で分担して交通の結節点がで

きると考えています。それにつきまして

は大阪府を含めて大きな考えを調整し

ていますが、基本的には 171 号沿いより

北側は箕面駅にバス路線を集約し、南側

については千里中央駅に分担するとい

うことで、大きな考えではありますが、

そういったバスの再編の中で、バスのタ

ーミナルについても分担していきます。

特に千里中央では現在非常にバスが集

中してきており、交通が渋滞も含めて煩

雑になってきている中、今回、箕面に駅

ができるということで、その辺りも含め

て、豊中市も同時に新たな交通処理を考

えているところです。豊中市と大阪府と

ともに今整理をしているところでござ

います。

●増田会長

よろしいでしょうか。

●杉立委員

今のご説明、よく分かりました。一点

気になったのが、私は箕面といってもほ

とんど茨木側に住んでいる人間でして、

基本的な行動パターンとしては、居住地

から、北千里経由で、千里中央へ行くと

いうパターンで生活しています。という

ことは、171 号よりも北側を中心の新箕

面駅にもってくるとなると、少し生活に

影響が出てくることが考えられますの

で、その辺をお考えの上、ご検討いただ

きたいと思います。

●増田会長

はい、事務局どうぞ。

●市（地域創造部 水谷副理事）

もう少し丁寧に説明をすれば良かっ

たのですが、もちろん今回の駅ができる

ことによりまして、豊中市だけでなく

て、茨木市、池田市、吹田市に影響を及

ぼします。特に北千里につきましては吹

田市に影響を及ぼしますし、また、箕面

森町の方面については、もちろん箕面市

内には北千里から千里中央へ行かれる

方もいらっしゃいますので、大きな考え

は北と南で分けています。詳細な部分に

つきましては、茨木市から箕面を通って

いる路線もありますし、そこは大阪府も

含めた全体の交通、バスの会議も設けて

やっておりますので、その中にこのご意

見もふまえて会議を進めさせていただ

きたいと思います。

●増田会長

はい、ありがとうございます。他、い

かがでしょうか。

●杉立委員

冒頭の説明で、今回の資料では、全て

駅名は仮称であると聞いて安心したの

ですけれども、最近色々な自治体が合併

していく中で、非常に情けない名前が多

く付けられていて、新しいとか、北とか

方位だけで決まっているとか、そういう

名前ではなくて、箕面市が決められるか

どうかは私は分かりませんけれども、や

はり箕面市にとって非常に重要な新た

な地域を作り上げるということで、それ

に相応しい駅名ということを考えてい

ただきたいという希望でございます。

●増田会長

何か、ご答弁ございますか。はい、ど

うぞ。

●市（鉄道延伸室 西尾室長）

駅名につきましては現在、仮称です。

駅名につきましては北大阪急行が最終

の決定権のようなものを持っているの

ですが、決定は開業の数年前の予定と聞

いています。やはり委員がご指摘のよう
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に、地元のかたの駅名に対する要望を議

会や説明会でも言われていますので、地

元の要望も入れられないかと検討しつ

つ、北大阪急行に、そういった要望があ

ることを伝えていきたいと思います。以

上です。

●増田会長

はい、他、いかがでしょうか。神田委

員どうぞ。

●神田委員

バスバースの関係でお聞きしたいの

ですが、9つのバスバースは何を根拠に

して出されているのかということと、も

ともと、萱野中央に駅を延伸して、クロ

ーバー型のバス交通をということを以

前言われていましたから、市内の交通結

節点として、少なくとも 4 つのバスバー

スが必要になるだろう、さらに止々呂美

へのバースを考えると、これまでの議論

でいけば少なくとも 5 つが最低のバー

ス数であったのを、今回 9 つに増加した

根拠・背景と、いつ頃にバスターミナル

の姿が明らかになってくるのか、それに

対して市民の声をどう反映させるよう

に考えているのか、その 2 点をおたずね

したいのですが。

●増田会長

はい、いかがでしょうか。

●市（地域創造部 水谷副理事）

ありがとうございます。まず、9 バー

スの根拠等の話がありましたが、平成

25 年度に、箕面駅が整備されることに

よる交通結節点の機能について、検討会

を開催しまして、その中に学識経験者、

交通事業者、大阪府、箕面市といった各

地の行政機関の団体が入りまして、交通

機能結節点の検討を進めています。この

バスバースにつきましても、まず、駅に

くるバスにどのくらいの需要があるか、

という分析から始めまして、また既存の

路線がどの方面から走っているかとい

う分析や、駅に集中することによって色

々な方面からくるということも含めま

して、方面別とバスの台数のサービスレ

ベルから 9 バースという数字を出して

おります。千里中央みたいにバラバラに

決めるのではなくて、方面別にバースを

検討しておりますので、9バースで十分

需要は賄えることがわかり、今回数字を

決めています。

また、いつ頃バスターミナルのかたち

が見えるかというご質問ですが、最終的

には電車がくることに合わせて設置し

ていきますけれども、具体的なバス路線

の再編につきましては、今、関係周辺の

自治体と色々なバスの再編についての

検討をしております。箕面市にありまし

ても、来年からバス事業者、学識経験者、

交通関係の行政機関を含めまして、協議

会等を作成しながら 2 カ年でバスの再

編のイメージをつくっていくという計

画をしています。その後、具体的な実施

につきましては、バス事業者が準備等あ

りますので、3 カ年くらいかけて実際の

路線を考えていきます。

●増田会長

はい、よろしいでしょうか。他、いか

がでしょうか。稲野委員どうぞ。

●稲野委員

まず、16 ページのスケジュールにつ

いてお聞きしたいと思います。これは最

終的に平成 27 年度中に都市計画決定の

告示をされるというところで、箕面市の

都市計画審議会と大阪府の都市計画審

議会とかかれていますけれども、たとえ

ば豊中市などの都市計画審議会は必要

あるのか、ということをお聞きしたいと

思います。

●増田会長

はい、いかがでしょうか。
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●市（地域創造部 今田副理事）

ただいまご質問いただきました、豊中

市の都市計画審議会でございますけれ

ども、大阪府の決定案件につきまして

は、豊中市も箕面市と同様に豊中市都市

計画審議会で、議案をあげ、諮問をして

いただいて、大阪府の都市計画審議会に

あげて参るというような流れになって

います。以上です。

●増田会長

ほぼ同様の時期に豊中市も開かれる

ということですね。

●市（地域創造部 今田副理事）

そのように、聞いています。

●増田会長

はい、稲野委員どうぞ。

●稲野委員

ということは、ここに記載されていな

い内容では豊中市だけを考えたらいい

のでしょうか。

●増田会長

いかがでしょうか。

●市（地域創造部 今田副理事）

はい、2 市であるということです。

●増田会長

はい、他、いかがでしょうか。

よろしいでしょうか。はい、ありがとう

ございます。それでは今日、ここで議論

していただきましたので、この後の手続

きとしては、縦覧、意見書の提出という

手続きに進行して、我々にとっては 11

月頃にこの都市計画審議会で再度、審議

をするということになると思います。

それではもう 1 つの案件でございま

す、船場地区のまちづくりにおける、都

市施設の見直しというのに関しまして、

事務局の方からご報告をいただければ

と思います。これも報告案件でございま

す。

●市（北急まちづくり推進室 鈴木参事）

＜案件説明＞

●増田会長

はい、ありがとうございました。ただ

いま、ご報告のありました、第 2 番目の

案件ですけれども、船場地区のまちづく

りにおける都市施設の見直しについて、

ご質問、あるいはご意見等ありました

ら、いかがでしょうか。はい、神田委員

どうぞ。

●神田委員

土地区画整理事業の、都市計画決定と

いうのは、今回の船場の案件では、しな

いのでしょうか。

●市（北急まちづくり推進室 岡本室長）

船場の土地区画整理事業の都市計画

決定というのは現在予定しておりませ

ん。組合施行による施行ということで、

考えております。

●増田会長

はい、よろしいでしょうか。他、いか

がでしょうか。はい、木多委員どうぞ。

●木多委員

以前、職員の方に資料を見せていただ

いた際にすでにお伝えしてあり、繰り返

しになるのですが、ホールがこちらにき

ますね。そうすると、いま、描いておら

れるイメージですけれども、ホールの南

東側といいますか、そちらの街区の方

が、裏側になりにくいような、配慮のあ

る計画にしていただけたらと思います。

地区計画とか、景観計画とかをご検討さ

れているようですけれども、何らかの手

法なり、あるいは建築の最後の水際の時

に、建築計画で配慮されるという方法も

あると思いますので、ご検討いただけれ

ばと思います。

案件 2 船場のまちづくりにおける都

市施設の見直しについて【報告】
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●増田会長

はい、何か事務局ございますか。

●市（北急まちづくり推進室 岡本室長）

この、資料の 2-7 の 13 ページのとこ

ろのイメージですけれども、今、お話い

ただきましたホールは、今後、この配置

につきましては、改めて検討して参る予

定で、これはあくまでイメージで描いて

おりますので、その辺も含めて、調整さ

せていただきたいと思っております。以

上です。

●増田会長

はい、他、いかがでしょうか。私の方

から、2 点ほど確認させていただきたい

のですが、資料 20 ページの都市計画公

園の変更手続きですが、これは今年度行

うのは廃止だけですか。廃止と同時に新

たな位置の計画決定もするのか、どちら

でしょうか。それが 1 点と、もう 1 つは

今後、資料 21 ページで特別用途地区の

見直しだとか、地区計画の議論は当然出

てくると思うのですが、これは大体何年

度くらいに出てくるかという目処が立

つのかという、この 2 点をお教えいただ

きたいのですけれども。

●市（北急まちづくり推進室 岡本室長）

はい、1点目の今年度中に予定をして

いる手続きは、廃止プラス何かあるかと

いうことですけれども、現在考えており

ますのは、まずは廃止ということで考え

ております。

●増田会長

新たな公園の位置まではまだ決定し

ないと、まずは今年度は廃止だけという

ことですね。

●市（北急まちづくり推進室 岡本室長）

はい。仮換地が来年度に入ってからの

決定になりますので、位置を決めにくい

とは考えています。

●増田会長

なるほど、わかりました。

●市（北急まちづくり推進室 岡本室長）

それで、もう 1 点がですね、特別用途

地区、それから土地利用のルールづくり

ということなのですが、このあたりにつ

きましては、特別用途地区はおおよそ仮

換地の前後に変更するスケジュールで

すので、来年度くらいに検討していく必

要があるかなと思っております。土地利

用のルールづくりにつきましても、平行

作業になるのかなとイメージしており

ます。以上です。

●増田会長

なるほど、先ほどの木多委員のご指摘

も含めながら、適切な時期に都市計画審

議会にご報告いただくということをお

願いしておきたいと思います。

●増田会長

他、いかがでしょうか。はい、杉立委

員どうぞ。

●杉立委員

1 つご質問なのですが、資料 15 ペー

ジの白地になっている部分が、大街区化

された範囲という風に窺えるのですが、

これは今ある公共施設としての道路が

全部消えていますけれども、この区域の

中にある公共施設は、公園だけだと考え

てよろしいのでしょうか。あとは全て宅

地になると。

●増田会長

はい、いかがでしょうか。

●市（北急まちづくり推進室 岡本室長）

資料 2-8 をご覧いただけますか。都市

施設としてはこの中では公園だけです。

それで、道路は市道ではあるのですが、

違う場所に付け替えというのは検討し

ています。

●杉立委員

道路が途切れてしまいますと、違和感

のあるようなブロックがでてきますの
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で。

●増田会長

道路面積の増減はあるのかないのか

ということも含めて教えていただきた

いのですが。

●市（北急まちづくり推進室 岡本室長）

道路面積としましては、減少します。

●増田会長

減少するということですね。これが、

多分、従来までの区画整理と違って、敷

地整序形の区画整理といいますか、大街

区化の区画整理は多分、第 2 段回目の区

画整理ですから、時代背景だなという感

じですけれども、こういうことが起こっ

てきていることだと思います。

はい、杉立委員、どうぞ。

●杉立委員

実は私はこの計画を聞いていて、非常

に良い方向になっているのかなと思っ

ています。今までも、私は直接、都市計

画の方に関わってきたのではないので

すが、都市計画の周辺で関わってきた人

間でして、上物なり全体の空間の計画が

ない中で先に地べたの都市計画が決ま

ってしまう、線引きが決まってしまう。

その段階では上部の空間のイメージが

ない状態で決まってしまう。今回でいえ

ば、公園の位置、線形だけがきまって、

あとは残った部分で建物なり空間を考

えるというようなことが実は強いられ

たと思うのです。ところが、今回の計画

は、全体の計画の中で新たに必要なかた

ちで隣接する都市計画公園を定めれば

良いということでこれは非常に良い方

向の計画になっていると思いますので、

船場全体の最大イメージ効果を考えた

上で、公園の位置を考えていただければ

いいなと思います。

●増田会長

はい、ありがとうございます。他、い

かがでしょうか。まあ、大分従来型の都

市計画と変わってきているというのを

実感いたしますけれども。

はい、神田委員どうぞ。

●神田委員

年度内にこの公園の廃止について諮

問、答申というのは 20 ページのスケジ

ュールになっていますけれども、そのと

ころの矢印で変更案作成というのが、書

かれていますけれども、この公園の廃止

を次の都市計画審議会で行う時に、この

マスタープランの改正とか、周辺地権者

への説明会の内容だとか、そういうもの

も含めて、この廃止の手続きの説明に加

えていただけるのでしょうか。

●増田会長

はい、事務局いかがでしょうか。

●市（北急まちづくり推進室 岡本室長）

すみません、今のご質問の主旨は、マ

スタープランの改正も含めて説明をこ

の場でするのか、それともマスタープラ

ンの改正そのものがこの案件になるの

かということと、どちらでしょうか。

●神田委員

マスタープランの改正も含めて説明

をしていただけるのかということです。

●市（北急まちづくり推進室 岡本室長）

この変更案作成ということで、こちら

で諮問、ご説明させていただくときに

は、マスタープランを前提に考えてはい

きたいと思います。

●市（地域創造部兼みどりまちづくり部

広瀬部長）

ここで言っている変更案というのは、

説明させてもらっている廃止のことで

す。今回、既存の都市計画公園を廃止し

ますという、普通であれば中々あり得な

いことですが、今回は特別だと、いわゆ

る鉄道を引っ張ってくるというのは一

大行事というか、大きなインパクトがあ
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りますので、まちをつくり変えるのだ

と、そういう背景があるから今回、一時

的ですけれども、廃止させて欲しいとい

うことを説明させていただいているの

で、それを都市計画図書としてつくると

いうのを変更案といっていると、そう、

ご理解いただければいいと思っていま

す。その時点で、地元のマスタープラン

をどれだけ説明できるかというのは、正

直言ってわかりません。我々も一緒に話

をしてきていますけれども、主は地元な

ので、その時点で出せるものがあれば出

しますし、出せない状況であればもう少

し待っていただきたいという状況にな

ろうかと思います。以上です。

●増田会長

よろしいでしょうか。先程も確認させ

ていただきましたけれども、やはりここ

の船場地区再生マスタープランは、重要

ですので、適切な時期にここにご報告い

ただいて、それに連動して新たな公園の

位置が決定されたり、あるいは地区計画

が連動してくると思いますので、来年度

になろうかと思いますけれども、適切な

時期にご報告いただければと思います。

他、いかがでしょうか。内海委員どう

ぞ。

●内海委員

言わずもがなのことかもしれません

が、11 ページの 2-6 のところで、下の

みどりの基本計画ということで、公園の

リニューアル化をしなければならない

ということと、新御堂筋沿いのルートが

みどりの骨格軸になっているというこ

とが表現されていまして、ページをめく

って 15 ページの 2-8 ところで敷地整序

型土地区画整理事業でやっていく、上の

16 ページで、公園に求められる機能と

か、広場に求められる機能ということ、

17 ページで基本的な考え方、みどりの

総量の確保と、駅前立地の特徴を活かし

たにぎわいの創出というのを書かれて

いまして、公園が駅前に移転しまして、

皆様が思っておられることだと思いま

すが、この公園がどんな公園になるかと

いうのは大きな決め手になるというか、

駅から出てきた時の第一印象がこの公

園で決まるというところで、みどりのこ

ととか色々言われていますが、逆に言え

ば私はシンプルイズベストといいます

か、樹木と全面芝生があって、くつろげ

るところがあればいいなと思います。そ

ういうことでいえば、この 20 ページの

周辺地権者への説明会とか、あるいは船

場団地のマスタープラン改正の中で検

討していくということですが、公園につ

いて、どんな風にリニューアルを進めて

いくというか、基本的な考え方があれば

教えていただきたいと思います。

●増田会長

はい、事務局どうぞ。

●市（北急まちづくり推進室 岡本室長）

今、船場団地組合、地権者のかたとも

公園についても色々と話を進めている

ところですけれども、この 3.5 ヘクター

ルの全体のこともお話したりするので

すが、おっしゃっていただいているの

は、まずは空間としての広がりをしっか

りととりたいということ。それからみど

りを大切にしていって、まちのグレード

をしっかり確保していきたいとおっし

ゃっています。ですので、イメージパー

スですけれども、13 ページ 2-7 のとこ

ろに描かせていただいているパースに

おきましても、駅から出てきたら広がっ

た空間があってみどりがその周辺を囲

んでいるようなイメージで描かせてい

ただいています。地権者のかたにもその

ようにおっしゃっていただいています

ので、今後、詳細を検討してまいります
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けれども、まちのグレード、それから駅

から降りてきたかたが、このまちをすご

いなと思っていただけるような公園を

つくっていきたいと思っていますので、

よろしくお願いします。

●増田会長

他、いかがでしょうか。はい、杉立委

員どうぞ。

●杉立委員

今までも私、お聞きしていてこの新駅

の再生に関して、公園だけでもいいのか

もわからないし、全体を含めた方がいい

のかもしれないですが、コンペにかける

というような、そういうお考えはありま

すでしょうか。

●増田会長

はい、いかがでしょうか。

●市（北急まちづくり推進室 岡本室長）

これから整理手法を検討していくこ

の区画整理を検討している土地に色々

な各施設機能のところでご説明させて

いただきました、建物とか色々なものが

ございます。まず 1 つはこれから契約を

船場団地組合がしようとしてくれてい

て、一部市も負担しようとしているので

すが、全体のコンセプト、配置の在り方、

外観デザイン、それは公共施設ですけれ

ども、そういったものを検討していっ

て、統一感を全体として出していきたい

と思っています。同時に今後、そういっ

たまちづくりをするエリアの中での整

理手法を検討するときに単体だけで考

えるのではなくて、スケールメリットで

工事費用が削減されるというのもある

かと思うのですが、どのようにすれば街

全体の統一感、きれいなまちなみが揃う

のかということで調整はしていきたい

と考えています。これから具体には検討

していきたいと考えています。

●増田会長

質問としては、それをたとえばコンペ

方式ということでやるのか、事業プロポ

ーザルのようなかたちでやるのか、いず

れにしろコンペティションみたいな手

法を入れて検討されるようなお考えが

あるのか、ないのかというご質問なので

すけれどもね。

●市（北急まちづくり推進室 岡本室長）

すみません。たとえばその 1つの整備

手法の中に PFI というのがございます

けれども、そちらでしたら、コンペとい

うことではないですけれども、こちらか

ら実施方針をつくりまして、それに基づ

いて、こういうものができますという、

ご提案を民間事業者からいただくとい

うことはできますので、そういったこと

も含めて、検討していきたいと思いま

す。

●増田会長

なるほど、わかりました。はい、他い

かがでしょうか。

箕面の新しい顔になるというか、新駅

の効果というのを最大化するという意

味で良いまちづくりを是非とも進めて

いただきたいと思います。それで、適切

な時期にここにご報告、都市計画そのも

のの議論にとどまらずにここで何回か

ご報告いただければと思います。

よろしいでしょうか。ありがとうござ

いました。一応、今日、予定しておりま

した案件につきましては、以上でござい

ます。第 2 案件に関しましては皆様から

ご同意をいただいたということで、平成

27 年度で廃止手続きが、ご提案どおり

進んでいくということでございますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

一応、予定しておりました案件は以上で

ございますけれども、何か委員の皆様ご

発言はございませんでしょうか。

＜意見なし＞
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●増田会長

事務局の方、何かご発言はございませ

んでしょうか。

●事務局

ありません。

●増田会長

それでは、非常に効率的な意見交換を

させていただきましたし、箕面の今後の

将来像に関わってくる重要な案件でご

ざいましたので、これからも色々な意見

交換を進めながら、将来像を描いていけ

たらと思いますのでよろしくお願いし

ます。長時間、どうもありがとうござい

ました。


